
社会福祉にかかる市長表彰等に関する要綱 
 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、社会福祉にかかる市長表彰及び市長感謝（以下「表彰等」という。）につ

いて、必要な事項を定めるものとする。 

（表彰等の種類） 

第２条 この要綱による表彰等は、次に掲げる区分のとおりとし、要件等については、別表によ

るものとする。 

  １．市長表彰 

  （１）民生委員・児童委員功労者 

  （２）社会福祉事業功労者 

  （３）社会福祉施設功労者 

  （４）社会福祉施設等優良職員 

  （５）ボランティア活動功労者 

  （６）障害のある自立者・自立援護功労者 

   

  ２．市長感謝 

  （１）社会福祉事業協力・援助者 

（表彰等の決定等） 

第３条 表彰等の決定については、表彰等の対象者の属する団体、団体にあっては、その上部団

体の推薦、該当団体がない場合は、関係する主管課の課長の推薦に基づき、選考委員と関係す

る参考委員による協議を経て、市長が決定する。 

２ 同じ事項で再度、表彰等を受けることはできない。ただし受彰後１０年を経過した団体につ

いては、この限りではない。 

３ 前条に定めるほか、市長が特に必要と認める表彰等については、その都度、第１項の手続き

により決定することができる。 

（選考委員等） 

第４条 選考委員は、健康福祉局長、こども支援局長、保健所長、福祉総括室長、子供支援総括

室長、福祉部長、子育て支援部長、生活支援部長、子育て事業部長、保健所副所長、こども未

来部長とする。 

２ 参考委員は、福祉総務課長、地域共生推進課長、高齢介護課長、高齢施設課長、障害福祉課

長、くらし支援課長、子供支援総務課長、育成センター課長、子供家庭支援課長、保育幼稚園

支援課長、発達支援課長、保健総務課担当課長（企画調整）、地域保健課長、健康増進課長、

西宮市社会福祉事業団事務局長、西宮市社会福祉協議会事務局長及び地域福祉第２課長とする。 

（表彰等の時期等） 

第５条 表彰等の時期は、原則として当該年度内に各推薦団体が主催する総会等において実施する

ものとする。 

 

   付  則 

 この要綱は、平成５年４月１日から実施する。 

 この要綱は、平成６年４月１日から実施する。 

 この要綱は、平成９年４月１日から実施する。 

 この要綱は、平成１１年４月１日から実施する。 

 この要綱は、平成１２年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成１３年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成１４年４月１日から実施する。 



この要綱は、平成１６年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成１７年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成１８年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成１９年４月１日から実施する。 

 この要綱は、平成２０年４月１日から実施する。 

 この要綱は、平成２１年４月１日から実施する。 

 この要綱は、平成２２年４月１日から実施する。 

 この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。 

 この要綱は、平成２４年４月１日から実施する。 

 この要綱は、平成２５年４月１日から実施する。 

 この要綱は、平成２６年４月１日から実施する。 

 この要綱は、平成２６年４月１７日から実施する。 

 この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 

 この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 

 この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

 この要綱は、令和４年４月１日から実施する。 

この要綱は、令和５年４月１日から実施する。 

この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 

この要綱は、令和７年４月１日から実施する。 



別 表 

区   分 要  件  等 備  考 

 

１ 

 

 

市 

 

 

長 

 

 

表 

 

 

彰 

（１）民生委員・児童委員功労者 

  ①優良民生委員・児童委員 

 

 

 

    ②永年勤続民生委員・児童委員 

 

 

   

③民生委員・児童委員特別功労者  

 

現職の民生委員・児童委員であって在職期

間が９年（３期）以上（11月30日現在、②

③も同じ）で、特に優れた功績のあった者 

 

民生委員・児童委員として在職期間が１５

年（５期）以上で、特に優れた功績のあっ

た者 

 

民生委員・児童委員として在職期間が２０

年以上で、特に優れた功績のあった者 

 

（２）社会福祉事業功労者 

  ①地域福祉活動功労者 

 

 

 

 

  ②老人クラブ・子供会指導者 

 

 

 

  ③留守家庭児童対策事業功労者 

 

 

 

地域における社会福祉事業にかかる団体の

役員等として、原則として１０年以上（4

月1日現在以下同じ）地域福祉の向上に努

め、顕著な業績のあった者 

 

老人クラブ、子供会の指導者として原則と

して１０年以上これらの運営又は育成に努

め、特に優れた功績のあった者 

 

留守家庭児童対策事業にかかる運営委員長

等の役員として１０年以上運営及び健全育

成に努め特に優れた功績のあった者 

 

（３）社会福祉施設功労者 民間社会福祉施設（本市が委託又は補助す

る法外施設を含む）を１５年以上経営若し

くは民間社会福祉施設の長として２０年以

上（職員期間を１５年を限度として通算す

ることができる）従事し、特に優れた功績

のあった者 

 

（４）社会福祉施設等優良職員 民間の社会福祉施設又は事業（本市が委託

又は補助する法外施設等を含む）に原則と

して１０年以上勤務する職員等で､特に優

れた功績のあった者 

 

（５）ボランティア活動功労者 社会福祉施設、地域福祉事業等に対しボラ

ンティア活動等を継続して原則として５年

以上行い社会福祉の増進に寄与した団体又

は個人 

 



 区   分 要  件  等 備  考 

 

１ 

 

市 

 

長 

 

表 

 

彰 

（６）障害のある自立者・自立援護功

労者 

  ①障害のある自立者 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②障害のある人の自立援護 

功労者 

 

 

 

 

  

 

 

・身体に障害のある人で身体の障害の程

度が１級～４級に該当し、障害者手帳の

交付を受けて１０年以上経過した者で率

先して社会参加を進め、他の模範となる

者 

・知的障害のある人で療育手帳の交付を

受けて１０年以上経過した者で率先して

社会参加を進め、他の模範となる者 

・精神に障害のある人で精神障害者保健

福祉手帳を所持して１０年以上経過した

者で率先して社会参加を進め、他の模範

となる者 

 

 

身体に障害のある人、知的障害のある人、

精神に障害のある人の自立援護に原則と

して１０年以上尽力し、優れた功績のあ

った者及び家庭内において障害のある人

の自立のため援助、協力の功が特に顕著

であった者 

 

 

 

２

市

長

感

謝 

   

（１）社会福祉事業協力・援助者 

  ①社会福祉事業協力・援助者 

 

 

  

  ②社会福祉事業貢献医師 

 

 

   

③社会福祉事業貢献歯科医師 

 

社会福祉事業の推進について、永年にわ

たり、特に顕著な協力・援助をした個人

又は団体 

 

原則として１５年以上にわたり、社会福

祉施設等において入所者等の健康管理に

貢献した医師 

 

原則として１５年以上にわたり、社会福

祉施設等において入所者等の健康管理に

貢献した歯科医師 

 

 


